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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ガス・タービン用の排気ディフューザのストラ
ットを横断する流れ剥離を減少させてガス・タービンの
空力性能を高める。
【解決手段】排気ディフューザ１８が、外シュラウドと
、該外シュラウドと当該内シュラウドとの間に流体通路
を画定するように、外シュラウドから半径方向に離隔さ
れた内シュラウドとを含んでいる。ストラット２６が、
外シュラウドと内シュラウドとの間に延在している。ス
トラット２６は一般的には、外面、前縁３８、後縁４２
、第一の側面３４及び第二の側面３６を含んでいる。少
なくとも一つのタービュレータ４８が、ストラット２６
の半径方向スパンに沿って配置され得る。少なくとも一
つのタービュレータ４８は、ストラット外面から全体的
に外向きに延在している。タービュレータ４８は、スト
ラット２６の前縁３８を横断してストラット２６の第一
の側面３４から第二の側面３６まで延在している。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．外シュラウドと、
　ｂ．該外シュラウドと当該内シュラウドとの間に流体通路を画定するように、前記外シ
ュラウドから半径方向に離隔された内シュラウドと、
　ｃ．前記外シュラウドと前記内シュラウドとの間に延在しており、外面、前縁、後縁、
第一の側面及び第二の側面を有するストラットと、
　ｄ．該ストラットの半径方向スパンに沿って配置されて、前記ストラット外面から外向
きに延在する少なくとも一つのタービュレータであって、前記ストラットの前記前縁を横
断して前記ストラットの前記第一の側面から前記第二の側面まで延在する少なくとも一つ
のタービュレータと
を備えた排気ディフューザ。
【請求項２】
　前記少なくとも一つのタービュレータは、前記ストラット第一の側面から第一の幅で、
前記ストラット第二の側面から第二の幅で、また前記ストラット前縁から第三の幅で、外
向きに延在している、請求項１に記載の排気ディフューザ。
【請求項３】
　前記第一の幅及び前記第二の幅は非対称である、請求項２に記載の排気ディフューザ。
【請求項４】
　前記第三の幅は前記第一の幅又は前記第二の幅の少なくとも一方よりも小さい、請求項
２に記載の排気ディフューザ。
【請求項５】
　前記少なくとも一つのタービュレータは、前記ストラットの前記前縁から前記後縁に向
かって、前記ストラットの前記第一の側面を横断して第一の距離に、また前記ストラット
の前記第二の側面を横断して第二の距離に延在している、請求項１に記載の排気ディフュ
ーザ。
【請求項６】
　前記第一の距離及び前記第二の距離は非対称である、請求項５に記載の排気ディフュー
ザ。
【請求項７】
　前記少なくとも一つのタービュレータは、少なくとも部分的に前記ストラットの前記前
縁と前記後縁との間で前記ストラットの前記前縁に対して実質的に垂直な角度で延在して
いる、請求項１に記載の排気ディフューザ。
【請求項８】
　前記少なくとも一つのタービュレータは、少なくとも部分的に前記ストラットの前記前
縁と前記後縁との間で前記ストラットの前記前縁に対して全体的に鋭角又は鈍角である角
度で延在している、請求項１に記載の排気ディフューザ。
【請求項９】
　ａ．外シュラウドと、
　ｂ．該外シュラウド及び当該内シュラウドとの間に流体通路を画定するように、前記外
シュラウドから半径方向に離隔された内シュラウドと、
　ｃ．前記外シュラウドと前記内シュラウドとの間に延在しており、外面、前縁、後縁、
第一の側面及び第二の側面を有するストラットと、
　ｄ．該ストラットの半径方向スパンに沿って配置されて、前記ストラット外面からから
外向きに延在する少なくとも一つのタービュレータであって、前記ストラットの前記第一
の側面に沿って配設された第一の側面部分、前記ストラットの前記第二の側面に沿って配
設された第二の側面部分、及び前記ストラットの前記前縁に沿って配設された前縁部分を
有し、前記第一の側面部分、前記第二の側面部分及び前記前縁部分は連続している、少な
くとも一つのタービュレータと
を備えた排気ディフューザ。
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【請求項１０】
　前記少なくとも一つのタービュレータは、前記ストラット第一の側面から第一の幅で、
前記ストラット第二の側面から第二の幅で、また前記ストラット前縁から第三の幅で、外
向きに延在している、請求項９に記載の排気ディフューザ。
【請求項１１】
　前記第一の幅及び前記第二の幅は非対称である、請求項１０に記載の排気ディフューザ
。
【請求項１２】
　前記第三の幅は前記第一の幅又は前記第二の幅の少なくとも一方よりも小さい、請求項
１０に記載の排気ディフューザ。
【請求項１３】
　前記少なくとも一つのタービュレータは、前記ストラットの前記前縁から前記後縁に向
かって、前記ストラットの前記第一の側面を横断して第一の距離に、また前記ストラット
の前記第二の側面を横断して第二の距離に延在している、請求項９に記載の排気ディフュ
ーザ。
【請求項１４】
　前記第一の距離及び前記第二の距離は非対称である、請求項１３に記載の排気ディフュ
ーザ。
【請求項１５】
　前記少なくとも一つのタービュレータは、少なくとも部分的に前記ストラットの前記前
縁と前記後縁との間で前記ストラットの前記前縁に対して実質的に垂直な角度で延在して
いる、請求項９に記載の排気ディフューザ。
【請求項１６】
　前記少なくとも一つのタービュレータは、少なくとも部分的に前記ストラットの前記前
縁と前記後縁との間で前記ストラットの前記前縁に対して全体的に鋭角又は鈍角である角
度で延在している、請求項９に記載の排気ディフューザ。
【請求項１７】
　ａ．圧縮機部と、
　ｂ．該圧縮機部の下流側の少なくとも一つの燃焼器と、
　ｃ．該少なくとも一つの燃焼器の下流側のタービン部と、
　ｄ．該タービン部の下流側の排気ディフューザと
を備えたガス・タービンであって、前記排気ディフューザは、
　内シュラウドと、該内シュラウドを少なくとも部分的に包囲している外シュラウドと、
前記内外シュラウドの間に延在している複数のストラットとを有しており、該複数のスト
ラットの各々が外面、前縁、後縁、第一の側面及び第二の側面を有しており、
　ｅ．前記複数のストラットの少なくとも一つのストラットは、当該少なくとも一つのス
トラットの半径方向スパンに沿って配置された少なくとも一つのタービュレータを含んで
おり、該少なくとも一つのタービュレータは、前記外面から外向きに延在し、また前記少
なくとも一つのストラットの前記前縁を横断して前記第一の側面から前記第二の側面まで
延在している、ガス・タービン。
【請求項１８】
　前記少なくとも一つのタービュレータは、少なくとも部分的に前記少なくとも一つのス
トラットの前記前縁と前記後縁との間で前記少なくとも一つのストラットの前記前縁に対
して鋭角である角度で延在している、請求項１７に記載のガス・タービン。
【請求項１９】
　前記少なくとも一つのタービュレータは、少なくとも部分的に前記ストラットの前記前
縁と前記後縁との間で前記ストラットの前記前縁に実質的に垂直な角度で延在している、
請求項１７に記載のガス・タービン。
【請求項２０】
　前記少なくとも一つのタービュレータは、少なくとも部分的に前記ストラットの前記前
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縁と前記後縁との間で前記ストラットの前記前縁に対して全体的に鈍角である角度で延在
している、請求項１７に記載のガス・タービン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的には、ガス・タービン用の排気ディフューザに関する。さらに具体的に
は、本発明は、排気ディフューザの内部での流れ剥離を減少させてガス・タービンの効率
を高める装置を記載する。
【背景技術】
【０００２】
　ガス・タービンは、産業用運転及び商用運転に広く用いられている。典型的なガス・タ
ービンは、前方の圧縮機部、中間の周囲の１又は複数の燃焼器、及び後方のタービン部を
含んでいる。圧縮機部は、多段の回転ブレード及び静翼を含んでいる。周囲空気が圧縮機
部に入り、回転ブレード及び静翼が作動流体（空気）に運動エネルギを累進的に与えて、
高エネルギを与えた状態にする。この作動流体は圧縮機部を出て燃焼器に流入し、ここで
燃料と混合して着火し、高温及び高圧を有する燃焼ガスを生成する。燃焼ガスは燃焼器を
出てタービン部に流入し、ここで膨張して仕事を生成する。
【０００３】
　タービン部の下流側の排気ディフューザが、タービン部の最終段を出た流れの運動エネ
ルギを、高められた静圧の形態の位置エネルギへ変換する。このことは、増大した面積の
ダクトに流れを導くことにより達成され、この間には全圧力損失の発生を最小限にすべき
である。排気ディフューザは典型的には、ロータ軸受を支持し得る構造ストラットを包囲
する１又は複数の空力翼型を含んでいる。
【発明の概要】
【０００４】
　タービン部からの排ガスは、ガス・タービン部の負荷範囲にわたる広範囲の流入渦流条
件を伴って排気ディフューザに流入する。変化する渦流条件のため、排ガスは、変化する
入射角でストラットに衝突してストラットの上を流れ、排ガスがストラットを横断して流
れている間に流れ剥離による圧力損失のような著しい空力損失を結果として生ずる。加え
て、ディフューザの入口での高速渦は、ストラットからの渦放出のためディフューザの内
部で機械的刺激を招く可能性を有する。従って、ディフューザのストラットを横断する流
れ剥離を減少させてガス・タービンの空力性能を高めることができると望ましい。
【０００５】
　本発明の観点及び利点は、以下の記載において記述され、又は記載から明らかな場合が
あり、又は発明の実施を通じて習得され得る。
【０００６】
　本発明の一実施形態は、排気ディフューザであって、この排気ディフューザは一般的に
は、外シュラウドと、該外シュラウドと当該内シュラウドとの間に流体通路を画定するよ
うに、外シュラウドから半径方向に離隔された内シュラウドとを含んでいる。ストラット
が、外シュラウドと内シュラウドとの間に延在している。ストラットは一般的には、外面
、前縁、後縁、第一の側面及び第二の側面を含んでいる。少なくとも一つのタービュレー
タが、ストラットの半径方向スパンに沿って配置され得る。少なくとも一つのタービュレ
ータは、ストラット外面から全体的に外向きに延在している。タービュレータは、ストラ
ットの前縁を横断してストラットの第一の側面から第二の側面まで延在している。
【０００７】
　本発明のもう一つの実施形態は、排気ディフューザであって、この排気ディフューザは
、外シュラウドと、該外シュラウドと当該内シュラウドとの間に流体通路を少なくとも部
分的に画定するように、外シュラウドから半径方向に離隔された内シュラウドとを有して
いる。ストラットが、外シュラウドと内シュラウドとの間に延在している。ストラットは
、外面、前縁、後縁、第一の側面及び第二の側面を含み得る。ストラットの半径方向スパ
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ンに沿って配置された少なくとも一つのタービュレータが、ストラット外面から全体的に
外向きに延在している。タービュレータは一般的には、ストラットの第一の側面に沿って
配設された第一の側面部分と、ストラットの第二の側面に沿って配設された第二の側面部
分と、ストラットの前縁に沿って配設された前縁部分とを含んでいる。タービュレータの
第一の側面部分、第二の側面部分及び前縁部分は連続している。
【０００８】
　本発明はまた、ガス・タービンを含んでおり、このガス・タービンは、圧縮機部と、圧
縮機部の下流側の燃焼器と、燃焼器の下流側のタービン部と、タービン部の下流側の排気
ディフューザとを有している。排気ディフューザは一般的には、内シュラウドと、該内シ
ュラウドを少なくとも部分的に包囲している外シュラウドと、内外シュラウドの間に延在
している複数のストラットとを含んでいる。複数のストラットの各々が、外面、前縁、後
縁、第一の側面及び第二の側面を含み得る。複数のストラットの少なくとも一つのストラ
ットは、当該少なくとも一つのストラットの半径方向スパンに沿って配置された少なくと
も一つのタービュレータを含み得る。少なくとも一つのタービュレータは、外面から全体
的に外向きに延在し、また前縁を横断して少なくとも一つのストラットの第一の側面から
第二の側面まで延在している。
【０００９】
　当業者は、本明細書を吟味するとかかる実施形態の特徴及び観点他をさらに十分に認め
られよう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本発明の最良の態様を含めた本発明の完全で且つ実施可能な当業者に対する開示が、添
付図面の参照を含めて本明細書の残部にさらに具体的に記述される。
【図１】本開示の一実施形態によるガス・タービンの概略図である。
【図２】本開示の一実施形態による排気ディフューザの単純化した断面図である。
【図３】図２に示す排気ディフューザを線３－３に沿って見た断面図である。
【図４】本開示の一実施形態によるストラット及びタービュレータの単純化した断面図で
ある。
【図５】本開示の少なくとも一つの実施形態による１又は複数のタービュレータを有する
図３に示すようなストラットの側面図である。
【図６】本開示の少なくとも一つの実施形態による１又は複数のタービュレータを有する
図３に示すようなストラットの側面図である。
【図７】本開示の少なくとも一つの実施形態による１又は複数のタービュレータを有する
図３に示すようなストラットの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の各実施形態を詳細に参照し、これらの実施形態の１又は複数の実例を添
付図面に示す。詳細な説明は、数値指示及び文字指示を用いて図面の各特徴を参照する。
図面及び記載における類似した又は同様の指示は、本発明の類似した又は同様の部材を参
照するために用いられている。
【００１２】
　各々の例は、発明の制限のためではなく発明の説明のために掲げられている。実際に、
本発明の範囲又は要旨から逸脱することなく本発明に改変及び変形を施し得ることは当業
者には明らかとなろう。例えば、一実施形態の一部として図示され又は記載される各特徴
を他の実施形態に対して用いて、さらに他の実施形態を得てもよい。このように、本発明
は、特許請求の範囲及び均等構成の範囲内にあるような改変及び変形を網羅するものとす
る。
【００１３】
　本発明の様々な実施形態は、特にガス・タービンの部分負荷運転において、ガス・ター
ビンのタービン部から高接線流れ角で排気ディフューザに流入する燃焼排ガスの流れ剥離
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によるディフューザ・ストラット及び内外シュラウド表面に跨がる空力損失を減少させる
手段を提供する。高接線角又は強「渦流（swirl）」、及び結果として生ずる流れ剥離は
、静圧回復を低下させ、これにより全体的なガス・タービン効率を低下させる場合がある
。本開示は、ディフューザ・ストラットの半径方向スパンに沿って１又は複数の位置に配
置された１又は複数のタービュレータを提供する。これらのタービュレータは一般的には
、流れ剥離を減少させる空力プロファイルを有することができ、これにより強渦流条件の
存在下で全体的なガス・タービン性能を高めることができる。本発明の実施形態の各例は
、説明の目的でガス・タービンに組み入れられる排気ディフューザの文脈で一般に記載さ
れるが、本発明の各実施形態は任意の排気ディフューザに応用されることができ、特許請
求の範囲に特に記載されていない限りガス・タービンの排気ディフューザに限定されない
ことを当業者は容易に認められよう。
【００１４】
　図１は、ガス・タービンの単純化した概略図を示す。図示のように、ガス・タービン１
０は一般的には、圧縮機部１２、該圧縮機部１２の下流側の１又は複数の燃焼器１４、該
１又は複数の燃焼器１４の下流側のタービン部１６、及び該タービン部１６の下流側の排
気ディフューザ１８を含み得る。１又は複数のシャフト２０が、ガス・タービン１０を通
して全体的に軸方向に延在していてよい。１又は複数のシャフト２０は、タービン部１６
を圧縮機部１２に結合することができる。
【００１５】
　図２は、本開示の一実施形態による排気ディフューザ１８の単純化した断面図を示す。
図示のように、排気ディフューザ１８は一般的には、内シュラウド２２、外シュラウド２
４、及び１又は複数のストラット２６を含んでいる。内シュラウド２２は一般的には、回
転構成要素を包囲する円弧状の表面又はケーシングである。例えば、シュラウド２２は、
図１に示すガス・タービン１０のシャフト２０を包囲し又は封入し得る。図２に示すよう
に、外シュラウド２４は、内シュラウド２２から半径方向に離隔されており、内シュラウ
ド２２を全体的に包囲して内シュラウド２２と外シュラウド２４との間に流体通路２８を
画定している。外シュラウド２４は、シュラウド内壁３０がシュラウド外壁３２から空間
で隔てられた二重壁構築体であってよい。本開示は、内シュラウド２２、外シュラウド２
４、及び／又は、シュラウド内壁３０とシュラウド外壁３２、について、特許請求の範囲
に記載した以外の如何なる特定の寸法、形状、材質にも、他の物理的特性にも限定されな
い。
【００１６】
　ストラット２６は、内シュラウド２２を、外シュラウド２４に関して配向させるように
、内シュラウド２２と外シュラウド２４との間に全体的に延在している。本発明の文脈で
は、「ストラット（strut）」との用語は、内シュラウド２２と外シュラウド２４との間
に延在する任意の構造又は支持部材を含む。ストラット２６は一般的には、合わせて空力
構造を形成する第一の側面３４及び第二の側面３６を含んでいる。
【００１７】
　図３は、図２に示す排気ディフューザ１８を線３－３に沿って見た断面を示す。図３に
示すように、各々のストラット２６が一般的には、燃焼ガスの流れ４０の方向に対面する
前縁３８と、該前縁３８の下流側の後縁４２とを含んでいる。翼弦線及び／又はキャンバ
線のような中心線６６が、全体的に各々のストラットの中心を通って前縁３８から後縁４
２まで延在している。ストラット２６の各々は、当該各々のストラット２６の周囲に延在
する外面４４を含んでいる。半径方向スパン４６が、ストラットの外面４４に沿って内シ
ュラウド２２と外シュラウド２４との間の半径方向距離として全体的に画定される。スト
ラット２６の少なくとも一つは、当該ストラット２６の半径方向スパン４６に沿って配設
された少なくとも一つのタービュレータ４８を含み得る。タービュレータ４８は、ストラ
ット２６の外面４４から外向きに延在している。特定の実施形態では、図示のように、タ
ービュレータ４８は、ストラット２６の前縁を横断してストラット２６の第一の側面から
第二の側面まで延在していてよい。
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【００１８】
　図４は、ストラット２６の一つ及びタービュレータ４８の断面上面図を示す。図示のよ
うに、タービュレータ４８は一般的には、空力プロファイルを有し得る。タービュレータ
４８は、ストラット２６の外面４４から外向きにストラット２６の第一の側面３４に沿っ
て延在する第一の側面部分５０を含み得る。第一の側面部分５０は、少なくとも部分的に
ストラット２６の前縁３８と後縁４２との間に延在し得る。タービュレータ４８はさらに
、第二の側面部分５２を含み得る。第二の側面部分は、ストラット２６の外面４４から外
向きにストラット２６の第二の側面３６に沿って少なくとも部分的にストラット２６の前
縁３８と後縁４２との間に延在し得る。タービュレータ４８はさらに、前縁部分５４を含
み得る。タービュレータ４８の前縁部分５４は、ストラット２６の外面４４から外向きに
少なくとも部分的にストラット２６の前縁３８の周囲に全体的に延在している。タービュ
レータ４８は、タービュレータ４８の周囲に延在する周辺縁５６を全体的に画定している
。
【００１９】
　タービュレータ４８の「幅」は、ストラット２６の外面４４からタービュレータ４８の
周辺縁５６までの距離として定義される。タービュレータ４８の幅は、タービュレータ４
８の第一の側面部分５０、第二の側面部分５２及び前縁部分５４の間で変化していてよい
。例えば、第一の側面部分５０は、ストラット２６の外面４４から第一の幅６０に延在し
、第二の側面部分５２は、ストラット２６の外面４４から第二の幅６２に延在していてよ
い。特定の実施形態では、第一の幅６０及び／又は第二の幅６２は、約０．０インチから
約３．５インチまでの範囲内、又はさらに明確に述べると約１．５インチから約３．０イ
ンチまでの範囲内、又はさらに明確に述べると約２．０インチから約３．０インチまでの
範囲内にあってよく、又はさらに明確に述べると第一の幅６０及び／若しくは第二の幅６
２は、約２．３インチ若しくは約２．５インチ若しくは約２．８インチであってよい。特
定の実施形態では、第一の幅６０及び第二の幅６２は全体的に対称であってよい。代替的
には、第一の幅６０及び第二の幅６２は非対称であってもよい。
【００２０】
　前縁部分５４は、ストラット２６の外面４４から第三の幅６４に延在し得る。例えば、
限定しないが、第三の幅６４は約０．０インチから約３．０インチまでの範囲内、又はさ
らに明確に述べると、約０．５インチから約２．５インチまでの範囲内、又はさらに明確
に述べると約１．０インチから約２．５インチまでの範囲内、又はさらに明確に述べると
約１．３インチから約２．３インチまでの範囲内にあってよく、又はさらに明確に述べる
と、第三の幅６４は約１．５インチ若しくは約１．６３インチ若しくは約２．０インチで
あってよい。さらに他の実施形態では、第三の幅６４は３．０インチよりも大きくてもよ
い。
【００２１】
　図４に示すように、タービュレータ４８は、ストラット２６の前縁と後縁４２との間の
全距離に等しい又は全距離よりも短いストラット２６の中心線６６に沿って測定される距
離に延在し得る。特定の実施形態では、例えば、タービュレータ４８の第一の側面部分５
０は、少なくとも部分的にストラット２６の前縁と後縁４２との間でストラット２６の中
心線６６に沿って測定される第一の距離６８にわたり延在し得る。例えば、特定の実施形
態では、第一の側面部分５０の第一の距離６８は、約１０インチから約４０インチまでの
範囲内、又はさらに明確に述べると約１５インチから約３５インチまでの範囲内、又はさ
らに明確に述べると約１５インチから約３０インチまでの範囲内にあってよく、又はさら
に明確に述べると第一の側面部分５０の第一の距離６８は、約１８インチ若しくは約２０
インチ若しくは約３０インチであってよい。代替的には、第一の側面部分５０は、ストラ
ット２６の前縁から後縁４２まで延在していてもよい。
【００２２】
　タービュレータ４８の第二の側面部分５２は、少なくとも部分的にストラット２６の前
縁と後縁４２との間でストラット２６の中心線６６に沿って測定される第二の距離７０に
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わたり延在し得る。例えば、特定の実施形態では、第二の側面部分５２の第二の距離７０
は、約１０インチから約４０インチまでの範囲内、又はさらに明確に述べると約１５イン
チから約３５インチまでの範囲内、又はさらに明確に述べると約１５インチから約３０イ
ンチまでの範囲内にあってよく、又はさらに明確に述べると第二の側面部分５２の第二の
距離７０は、約１８インチ若しくは約２０インチ若しくは約３０インチであってよい。代
替的には、第二の側面部分５２は、ストラット２６の前縁から後縁４２まで延在していて
もよい。第一の側面部分５０の第一の距離６８及び第二の側面部分５２の第二の距離７０
は対称であってよい。代替的には、第一の側面部分５０第一の軸方向距離及び第二の側面
部分５２の第二の軸方向距離は非対称であってもよい。
【００２３】
　図５から図７は、本発明の様々な実施形態によるストラット２６の一つの側面図を掲げ
る。図示のように、タービュレータ４８の１よりも多いものが、ストラット２６の半径方
向スパン４６に沿って配設されていてよい。単一のストラット２６を示しているが、ディ
フューザ１８のストラット２６の各々又は幾つかがタービュレータ４８の１又は複数を含
み得ることが当業者には明らかであろう。図５から図７に示すように、各々のストラット
２６の前縁は、各々のストラット２６の半径方向スパン４６に延在する半径方向参照線７
２を全体的に画定し得る。特定の実施形態では、図５から図７に示すように、タービュレ
ータ４８は、少なくとも部分的にストラット２６の前縁と後縁４２との間でストラット２
６前縁の半径方向参照線７２に実質的に垂直な角度７４で延在し得る。代替的には、図６
及び図７に示すように、タービュレータ４８は、少なくとも部分的にストラット２６の前
縁と後縁４２との間でストラット２６前縁の半径方向参照線７２に全体的に垂直でない角
度７４で延在していてもよい。例えば、図６及び図７に示すように、タービュレータ４８
は、ストラットの前縁２６に対して全体的に鋭角又は鈍角である角度７４で延在していて
よい。タービュレータ４８の第一の側面部分５０及びタービュレータ４８の第二の側面部
分５２は、それぞれストラット２６の第一の側面及び第二の側面に沿って同じ角度７４で
延在していてよい。代替的には、タービュレータ４８の第一の側面部分５０がストラット
２６の第一の側面に沿って第一の角度７４で延在し、タービュレータ４８の第二の側面部
分５２がストラット２６の第二の側面に沿って第二の角度７４で延在し、第一及び第二の
角度７４が非対称であってもよい。特定の実施形態では、図６に示すように、ストラット
２６は、タービュレータ４８の少なくとも二つを異なる角度７４で含んでいてよい。代替
的には、図７に示すように、ストラット２６は、一方のタービュレータ４８はストラット
の前縁２６に実質的に垂直であり、他方のタービュレータ４８はストラットの前縁２６に
実質的に垂直でないような二つのタービュレータ４８を含んでいてもよい。
【００２４】
　図５に示すように、タービュレータ４８は半径方向厚みを有する。タービュレータ４８
の半径方向厚みは、タービュレータ４８の第一の側面部分５０から前縁部分５４及び／又
は第二の側面部分５２まで一定であっても変化していてもよい。図示のように、半径方向
厚み７６はタービュレータ４８の後縁４２に全体的に隣接するまで次第に減少していてよ
い。一般的には、半径方向厚みは０．５インチ未満であってもよいし、３．０インチより
も大きくてもよい。特定の実施形態では、半径方向厚みは約０．５インチから約２．５イ
ンチまでの範囲内にあってよく、又はさらに明確に述べると半径方向厚みは１．０インチ
若しくは約１．５インチ若しくは約２．０インチであってよい。
【００２５】
　図５から図７に示すように、タービュレータ４８は、ストラットの前縁２６の半径方向
スパン４６に沿った任意の点に配設され得る。例えば、特定の実施形態では、タービュレ
ータ４８の前縁部分５４はストラットの前縁２６において、全半径方向スパン４６の約１
０％から約９０％までの範囲内、又はさらに明確に述べると全半径方向スパン４６の約２
０％と約８０％との間、又はさらに明確に述べると全半径方向スパン４６の約３０％と約
８０％との間、又はさらに明確に述べると全半径方向スパン４６の約３５％と約８０％と
の間、又はさらに明確に述べると全半径方向スパン４６の約３５％と約４５％との間、又
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はさらに明確に述べると全半径方向スパン４６の約５５％と約６５％との間、又はさらに
明確に述べると全半径方向スパン４６の約７０％と約８０％との間にある位置に配設され
ていてよく、又はさらに明確に述べるとタービュレータ４８の前縁部分５４はストラット
の前縁２６において、全半径方向スパン４６の約４０％若しくは全半径方向スパン４６の
約６０％若しくは全半径方向スパン４６の約７５％に配設されていてよい。
【００２６】
　一実施形態では、タービュレータ４８前縁の第三の幅６４は約１．６インチであってよ
く、第一の側面部分５０の第一の幅６０及び第二の側面部分５２の第二の幅６２は約２．
５インチであってよく、第一の側面部分５０の第一の距離６８及び第二の側面部分５２の
第二の距離７０は約２０．０インチであってよく、半径方向厚み７６は約１．０インチで
あってよく、タービュレータ４８の角度７４はストラットの前縁２６に対して約１０５°
をなしていてよく、タービュレータ４８はストラットの前縁２６に沿って半径方向スパン
４６の約４０％に配設されていてよい。
【００２７】
　代替的な実施形態では、タービュレータ４８前縁の第三の幅６４は約１．５インチであ
ってよく、第一の側面部分５０の第一の幅６０及び第二の側面部分５２の第二の幅６２は
約２．３インチであってよく、第一の側面部分５０の第一の距離６８及び第二の側面部分
５２の第二の距離７０は約３０．０インチであってよく、半径方向厚み７６は約１．５イ
ンチであってよく、タービュレータ４８の角度７４はストラットの前縁２６に対して約１
２０°をなしていてよく、タービュレータ４８はストラットの前縁２６に沿って半径方向
スパン４６の約６０％に配設されていてよい。
【００２８】
　さらに他の実施形態では、タービュレータ４８前縁の第三の幅６４は約２．０インチで
あってよく、第一の側面部分５０の第一の幅６０及び第二の側面部分５２の第二の幅６２
は約２．８インチであってよく、第一の側面部分５０の第一の距離６８及び第二の側面部
分５２の第二の距離７０は約１８インチであってよく、半径方向厚みは約２．０インチで
あってよく、タービュレータ４８の角度７４はストラットの前縁２６に対して約６０°を
なしていてよく、タービュレータ４８はストラットの前縁２６に沿って半径方向スパン４
６の約６０％に配設されていてよい。
【００２９】
　この書面の記載は、最適な態様を含めて発明を開示し、また任意の装置又はシステムを
製造して利用すること及び任意の組み込まれた方法を実行することを含めてあらゆる当業
者が発明を実施することを可能にするように実例を用いている。特許付与可能な発明の範
囲は特許請求の範囲によって画定されており、当業者に想到される他の実例を含み得る。
かかる他の実例は、特許請求の範囲の書字言語に相違しない構造要素を含む場合、又は特
許請求の範囲の書字言語と非実質的な相違を有する等価な構造要素を含む場合には、特許
請求の範囲内にあるものとする。
【符号の説明】
【００３０】
　１０：ガス・タービン
　１２：圧縮機部
　１４：燃焼器
　１６：タービン部
　１８：排気ディフューザ
　２０：シャフト
　２２：内シュラウド
　２４：外シュラウド
　２６：ストラット
　２８：流体通路
　３０：シュラウド内壁
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　３２：シュラウド外壁
　３４：第一の側面
　３６：第二の側面
　３８：前縁
　４０：燃焼ガスの流れ
　４２：後縁
　４４：外面
　４６：半径方向スパン
　４８：タービュレータ
　５０：第一の側面部分
　５２：第二の側面部分
　５４：前縁部分
　５６：周辺縁
　６０：第一の幅
　６２：第二の幅
　６４：第三の幅
　６６：中心線
　６８：第一の距離
　７０：第二の距離
　７２：半径方向参照線
　７４：角度
　７６：半径方向厚み

【図１】
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【図３】

【図４】
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